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近
世
初
期
に
お
け
る
日
向
国
宮
崎
郡
の
「
門
」

― 

延
岡
藩
領
宮
崎
郡
細
江
村
を
対
象
に 

―
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h
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u
g
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v
in
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 th
e E
a
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o
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erio
d

大
　
賀
　
郁
　
夫

中
世
以
来
南
九
州
に
広
く
普
遍
的
に
存
在
し
た
門
は
、
家
父
長
制
的
構
造

を
持
つ
農
民
の
存
在
形
態
で
あ
り
、
領
主
に
よ
る
貢
租
徴
収
単
位
で
あ
っ

た
。近

世
期
の
門
に
関
し
て
は
、

摩
藩
を
中
心
に
数
多
く
の
研
究
成
果
が

あ
る
が
、
日
向
諸
藩
の
門
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
史
料
的
制
約
も
あ
り
地

域
的
偏
り
が
あ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
特
に
近
世
初
期
の
門
に
関
す
る

史
料
は
乏
し
く
、
延
岡
藩
領
臼
杵
郡
高
千
穂
郷
や
飫
肥
藩
那
珂
郡
の
門
の

研
究
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
近
年
宮
崎
郡
細
江
村
で
確
認
さ

れ
た
慶
長
期
の
検
地
帳
の
分
析
を
行
い
、
近
世
初
期
の
宮
崎
郡
の
門
に
つ

い
て
明
ら
か
に
し
た
。

第
一
章
で
は
延
岡
・
飫
肥
両
藩
の
慶
長
期
の
史
料
か
ら
、
臼
杵
郡
高
千

穂
郷
で
は
門
単
位
で
完
結
し
て
い
た
耕
地
名
請
け
が
、
門
を
超
え
て
入
り

組
み
が
始
ま
り
か
け
て
い
た
こ
と
、
那
珂
郡
で
は
相
当
の
入
り
組
み
が
盛

ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
第
二
章
で
は
宮
崎
郡
の
門

に
つ
い
て
、
慶
長
期
の
時
点
で
す
で
に
門
単
位
で
完
結
す
る
経
営
体
と
し

て
の
姿
を
喪
失
し
て
お
り
、
広
範
な
耕
地
の
入
り
組
み
を
み
せ
る
行
政
村

と
し
て
の
性
格
が
強
く
な
っ
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
以
降
万
治
内
検
を
機
に

鬮
帳
が
作
成
さ
れ
て
新
た
な
土
地
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
く
こ
と
な
ど

を
明
ら
か
に
し
た
。

一
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は
じ
め
に

中
世
期
以
降
、
南
九
州
地
域
に
お
い
て
、
経
営
と
支
配
の
単
位
と
し
て
「
門
」

が
広
く
普
遍
的
に
存
在
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
平
安
末
期
か
ら

鎌
倉
期
に
は
、
農
民
は
在
家
・
薗
と
い
う
形
で
把
握
さ
れ
て
い
た
。
在
家
と

薗
は
、
農
民
の
住
屋
と
そ
れ
に
付
属
す
る
菜
園
な
ど
を
含
む
単
位
で
あ
り
、
領

主
は
在
家
と
い
う
住
家
と
水
田
を
別
々
に
把
握
し
た
が
、
南
北
朝
期
の
前
後

か
ら
在
家
・
薗
に
水
田
が
付
け
ら
れ
、
こ
れ
を
一
括
し
た
単
位
と
し
て
把
握

す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
さ
ら
に
発
達
し
た
形
態
を
「
門
」
と
よ
ん
で
い

る（
１
）。こ

う
し
て
成
立
し
た
門
は
、
近
世
に
入
り
幕
藩
領
主
の
も
と
で
ど
の
よ
う

に
変
化
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
門
自
体
は

摩
藩
を
は
じ
め
と
し
て
、
日
向

国
で
は
そ
の
支
藩
で
あ
る
佐
土
原
藩
の
ほ
か
飫
肥
藩
・
高
鍋
藩
・
延
岡
藩
で

も
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
門
を
藩
権
力
が
ど
の
よ
う
に
編
成
し
た
か
は
藩
に

よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
例
え
ば

摩
藩
の
よ
う
に
、
門
を
擬
制
的
家
父
長
制

複
合
家
族
経
営
と
し
て
組
織
し
、
割
替
制
と
均
分
制
を
特
色
と
す
る
「
門
割
制

度
」
を
確
立
し
た
藩
も
あ
る

（
２
）

が
、
延
岡
藩
で
は
元
禄
期
頃
ま
で
に
は
山
間
部
の

高
千
穂
郷
で
も
門
は
行
政
的
性
格
の
強
い
「
組
」
に
編
成
さ
れ
て
い
る

（
３
）

。

近
世
期
に
お
け
る
日
向
諸
藩
の
門
に
関
す
る
研
究
は
、
戦
前
の
日
高
次
吉

氏（
４
）以

降
漸
次
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
残
存
史
料
の
関
係
か
ら
地
域
的
な
偏
り

が
あ
る
の
は
否
め
な
い
。
日
高
氏
を
は
じ
め
石
川
恒
太
郎

（
５
）

・
高
倉
又
二
（
６
）

・

末
永
和
孝

（
７
）

・
桑
波
田
興

（
８
）

各
氏
ら
に
よ
る
佐
土
原
藩
、
末
永

（
９
）

・
桑
波
田
氏
に
よ

る
飫
肥
藩
、
高
島
緑
雄

（
１０
）

・
二
宮
哲
雄
氏
（
１１
）

ら
に
よ
る
延
岡
藩
な
ど
の
門
に
関
す

る
研
究
成
果

（
１２
）

が
み
ら
れ
る
。

近
世
初
期
の
門
に
つ
い
て
は
、
地
域
的
に
み
る
と
臼
杵
郡
高
千
穂
郷
と
那

珂
郡
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
回
、
宮
崎
郡
に
お

い
て
も
慶
長
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
検
地
帳
が
確
認
さ
れ
た
。
宮
崎
郡
細
江

地
区
に
伝
わ
る
「（
仮
）
細
江
村
検
地
帳
」
で
あ
る
。
保
存
状
態
は
必
ず
し
も

良
好
と
は
い
え
ず
、
表
紙
・
奥
書
も
無
く
、
特
に
後
半
部
分
は
順
不
同
の
た
め

前
後
が
繋
が
ら
な
い
。「
田
畠
合
計
」
の
記
載
か
ら
門
は
少
な
く
と
も
一
二
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
門
名
が
確
認
で
き
る
の
は
一
〇
門
分
で
あ
る
。
そ

の
う
ち
田
畠
と
も
に
復
元
で
き
る
の
は
四
門
し
か
な
い
。
乏
し
い
史
料
状
況

で
あ
る
た
め
、
ど
こ
ま
で
近
世
初
期
に
お
け
る
宮
崎
郡
の
門
の
状
態
を
表
し

て
い
る
か
は
心
許
な
い
が
、
史
料
紹
介
を
も
兼
ね
て
、
宮
崎
郡
の
門
の
分
析
を

行
い
た
い
。

一
　
近
世
初
期
に
お
け
る
日
向
の
門

こ
こ
で
は
特
に
、
飫
肥
・
延
岡
両
藩
に
お
け
る
近
世
初
期
の
門
に
つ
い
て

そ
の
実
相
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

（
一
）
延
岡
藩
領
臼
杵
郡
高
千
穂
郷
の
門

天
正
十
五
（
一
五
八
七
）
年
か
ら
慶
長
十
八
（
一
六
一
三
）
年
ま
で
延
岡
領

主
で
あ
っ
た
高
橋
元
種
は
慶
長
十
四
年
に
領
内
検
地
を
実
施
し
た
が
、
当
時

の
検
地
帳
が
高
千
穂
郷
岩
戸
村
や
七
折
村
な
ど
山
間
部
に
数
点
現
存
し
て
い

る
。
こ
の
う
ち
岩
戸
村
に
残
る
「
岩
戸
竿
帳
」
に
よ
る
と
、
岩
戸
村
は
田
畠
総

反
別
一
七
五
町
八
畝
三
歩
の
う
ち
田
方
は
二
町
四
反
九
畝
二
三
歩
（
一
・
四

三
％
）
に
す
ぎ
ず
、
畠
方
が
一
七
二
町
五
反
八
畝
一
〇
歩
（
九
八
・
五
七
％
）

を
占
め
、
し
か
も
畠
方
の
う
ち
山
畠
・
切
野
が
九
七
町
四
反
二
畝
一
九
歩
（
五

五
・
六
五
％
）
に
上
り
、
六
四
の
門
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

（
１３
）

。

宮
地
門
を
例
に
具
体
的
な
記
載
例
を
示
そ
う
。
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の
所
在
を
表
す
呼
称
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
方
も
あ
る

（
１５
）

。
こ
の
ほ
か
「
上
か

わ
ち
門
」
と
「
下
か
わ
ち
門
」
も
同
じ
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し

た
例
は
一
部
に
す
ぎ
ず
、
門
の
地
名
化
が
一
般
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
出
作
地
の
よ
う
な
開
発
地
が
門
と
し
て
掌
握
さ
れ
て
い
る
の
は
、
慶
長
期

に
は
耕
地
の
開
発
な
ど
に
よ
り
門
内
部
で
傍
系
・
従
属
百
姓
の
自
立
化
が
始

ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

岩
戸
村
の
門
の
こ
う
し
た
様
相
に
対
し
て
、
同
郷
の
五
カ
所
村
で
は
そ
れ

以
前
の
段
階
か
と
思
わ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
。
同
村
で
は
独
立
し
た
八
つ
の

小
集
落
が
門
と
し
て
把
握
さ
れ
、
門
ご
と
に
村
役
人
で
あ
る
弁
指
が
置
か
れ

て
い
る
。
各
門
の
名
請
地
は
門
ご
と
に
完
結
し
て
お
り
、
耕
地
の
門
相
互
間

の
入
り
組
み
は
な
く
、
五
カ
所
村
に
賦
課
さ
れ
た
年
貢
は
こ
の
門
単
位
で
貢

納
さ
れ
た

（
１６
）

。

さ
て
、
慶
長
期
以
降
、
岩
戸
村
や
五
カ
所
村
は
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
辿
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
一
七
世
紀
中
葉
は
領
内
で
新
地
開
発
が
推
進
さ
れ
、
万
治
末

年
ま
で
に
は
こ
う
し
た
新
地
把
握
の
た
め
に
大
規
模
な
内
検
が
強
行
さ
れ
、

城
附
臼
杵
郡
で
は
平
均
約
六
一
・
四
％
、
高
千
穂
郷
で
も
約
一
五
・
三
％
の

増
高
を
み
て
い
る

（
１７
）

。
高
千
穂
郷
で
も
山
畠
や
切
野
を
主
な
対
象
と
し
た
新
地

開
発
が
進
め
ら
れ
、
年
貢
収
奪
の
整
備
・
強
化
が
図
ら
れ
て
い
く
。
岩
戸
村

で
は
慶
安
期
か
ら
元
禄
期
頃
に
は
質
入
れ
や
売
買
に
よ
る
門
地
の
錯
綜
化
が

深
刻
化
し
て
お
り
、
元
禄
五
年
「
岩
戸
村
検
地
帳
」
で
は
村
内
の
六
六
門
は
指

尾
・
長
野
内
・
土
路
久
・
馬
背
野
の
四
組
に
編
成
さ
れ
て
い
る
。
門
地
の
名

請
け
状
況
を
み
る
と
全
体
と
し
て
名
請
人
数
が
増
大
し
、
慶
長
期
の
「
竿
帳
」

に
み
ら
れ
た
屋
敷
の
み
の
保
有
者
や
無
高
に
近
い
者
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
み
ら

れ
な
い

（
１８
）

。

五
カ
所
村
で
も
、
慶
安
期
に
は
貢
租
賦
課
の
単
位
は
門
で
は
な
く
な
り
、
元

禄
検
地
で
は
門
相
互
間
の
耕
地
の
入
り
組
み
が
激
し
く
な
っ
た
た
め
、
五
カ

所
村
は
上
下
二
組
に
再
編
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
１９
）

。

以
上
の
よ
う
に
、
慶
長
期
の
臼
杵
郡
高
千
穂
郷
で
は
、
各
門
の
名
請
地
は
一

門
単
位
で
集
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
門
が
ひ
と
つ
の
経
営
体
と
し
て
把

握
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
門
内
に
は
他
を
圧
倒
す
る
名
請
地
を
保
有

す
る
者
が
い
る
一
方
で
、
屋
敷
地
を
持
た
ず
零
細
な
名
請
地
の
み
の
者
が
い

る
な
ど
大
幅
な
格
差
が
み
ら
れ
、
門
に
よ
っ
て
名
請
人
の
自
立
度
は
さ
ま
ざ

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
慶
長
期
高
千
穂
郷
の
門
は
、
単
体
も
し
く
は
複
合
体

の
家
父
長
制
的
経
営
と
、
そ
れ
に
何
ら
か
の
形
で
従
属
関
係
に
あ
る
者
た
ち

か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う

（
２０
）

。
た
だ
し
、
岩
戸
村
の
西
門

の
よ
う
な
出
作
地
の
様
相
を
示
す
門
も
あ
り
、
そ
こ
に
従
属
者
た
ち
の
自
立

化
の
萌
芽
を
確
認
で
き
る
。
そ
の
後
新
地
開
発
に
よ
り
門
地
の
錯
綜
化
か

ら
、
門
は
経
営
単
位
で
は
な
く
ひ
と
つ
の
行
政
単
位
と
し
て
の
性
格
を
濃
く

し
て
い
く
。
ま
さ
に
近
世
中
期
の
臼
杵
郡
平
野
部
や
盆
地
部
の
門
の
よ
う

に
、
行
政
村
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

（
二
）
飫
肥
藩
領
那
珂
郡
の
門

こ
こ
で
は
末
永
論
文
を
も
と
に
、
慶
長
期
の
飫
肥
藩
の
門
に
つ
い
て
み
て

み
た
い
。
と
り
あ
げ
る
史
料
は
慶
長
十
年
「
日
向
国
那
珂
郡
之
内
飫
肥
潟
上

村
御
検
地
帳

（
２１
）

」
で
あ
る
。
潟
上
村
は
現
在
の
日
南
市
南
郷
町
潟
上
で
、
飫
肥
藩

の
南
端
に
位
置
し
、
南
は

摩
藩
と
高
鍋
藩
領
飛
地
福
島
と
藩
境
を
接
し
て
い

る（
２２
）。

東
は
外
浦
港
に
面
し
、
村
内
を
貫
流
す
る
潟
上
川
流
域
に
西
か
ら
東
へ

大
嶺
（
大
牟
礼
）・
篠
ノ
窪
・
秋
山
・
口
ケ
野
・
大
迫
・
別
府
・
波
平
瀬
な
ど
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六
間

　
　
一
下
々
田
　
　
　
　
　
　
壱
畝
拾
弐
歩
　
　
　
　
　
平
四
郎
作

　
　
　
　
　
　
　
七
間

　
　
同
所
下
ノ
ヨ
リ
　
御
蔵
入

　
　
　
　
　
　
　
八
間

　
　
一
下
々
田
　
　
　
　
　
　
壱
畝
廿
六
歩
　
　
　
　
　
同
人
作

　
　
　
　
　
　
　
七
間

　
　
　
　
　
　
　
同
門
屋
敷
畠
地

　
　
前
平 

村
山
丹
波
給

　
　
　
　
　
　
　
三
十
壱
間

　
　
一
下
畠
　
　
　
　
　
　
　
六
段
四
畝
弐
歩
　
　
　
　
平
四
郎
様

　
　
　
　
　
　
　
六
十
二
間

　
　
右
同
給

　
　
　
　
　
　
　
十
一
間

　
　
一
屋
敷
　
　
　
　
　
　
　
六
畝
廿
九
歩
　
　
　
　
　
め
く
ら

　
　
　
　
　
　
　
十
九
間

　
　
家
ノ
上 

右
同
給

　
　
一
山
畠
　
　
　
　
　
　
　
壱
畝
　
　
　
　
　
　
　
　
め
く
ら

　
　
右
同
給

　
　
　
　
　
　
　
六
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓
下

　
　
一
屋
敷
　
　
　
　
　
　
　
弐
畝
　
　
　
　
　
　
　
　
平
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
十
間

　
　
　
　
　（
　
　
中
　
　
略
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
々
田
参
畝
八
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
畠
壱
段
六
畝
拾
三
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
畠
六
段
四
畝
弐
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
切
野
弐
段
八
畝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
畠
数
参
町
壱
段
八
畝
十
九
歩

　
　
　
　
　
　
田
畠
合
三
町
弐
段
壱
畝
廿
七
歩

門
ご
と
に
、
田
地
・
畠
地
別
に
検
地
帳
記
載
形
式
で
一
筆
ご
と
の
耕
地
の

所
在
（
字
）、
蔵
入
地
・
給
地
の
別
、
等
級
、
縦
横
間
数
、
面
積
と
そ
の
名
請

人
名
が
記
載
さ
れ
、
門
単
位
で
田
畠
別
・
等
級
別
に
集
計
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
門
が
ひ
と
つ
の
経
営
体
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
名
請
人
に
は
「
御
鉄
炮
衆
」
や
「
百
姓
上
々
」「
名
子
上
」「
被
官
」
な
ど

の
身
分
表
記
が
み
ら
れ
、
特
に
「
名
子
」「
か
し
け
」
が
約
五
割
を
占
め
る
。

門
の
耕
地
面
積
は
無
原
則
的
に
不
均
等
に
分
散
し
、
概
し
て
耕
地
面
積
が
大

き
な
門
ほ
ど
名
請
人
数
が
多
く
な
る
。
一
門
を
一
人
で
名
請
け
し
て
い
る
の

は
六
四
門
中
八
門
で
、
概
し
て
一
町
歩
以
下
の
小
門
が
多
い
。
残
り
は
複
数

人
で
名
請
け
し
て
い
る
が
、
一
町
歩
以
上
を
名
請
け
し
て
い
る
者
が
い
る
一

方
で
、
屋
敷
を
保
有
し
な
い
無
高
な
い
し
は
そ
れ
に
近
い
者
が
い
た
り
、
全
員

が
五
反
歩
以
上
を
そ
れ
ぞ
れ
名
請
け
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
な
ど
そ
れ
ぞ
れ

で
あ
る

（
１４
）

。
こ
れ
は
従
属
度
が
高
い
段
階
か
ら
次
第
に
自
立
し
つ
つ
あ
る
過
程

を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
慶
長
期
の
岩
戸
村
に
お
い
て
は
、「
名
子
」

な
ど
従
属
す
る
者
た
ち
の
自
立
は
未
だ
途
上
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
西
門
」
の
名
請
人
を
み
る
と
後
家
を
除
き
す
べ
て
「
下
岩
戸

門
」
の
居
住
人
で
あ
り
、
し
か
も
耕
地
の
大
部
分
を
給
人
の
又
左
衛
門
が
占
め

て
お
り
、
給
人
の
被
官
た
ち
も
小
規
模
な
が
ら
畠
地
を
名
請
け
す
る
こ
と
、

「
西
門
」
で
は
後
家
以
外
は
屋
敷
を
持
た
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、「
西
門
」
は
農

民
の
経
営
単
位
と
し
て
把
握
さ
れ
る
門
で
は
な
く
、「
西
」
に
存
在
す
る
耕
地

近世初期における日向国宮崎郡の「門」― 延岡藩領宮崎郡細江村を対象に ―（大賀郁夫）
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の
集
落
が
点
在
す
る

（
２３
）

。
総
高
一
〇
一
四
石
余
の
う
ち
門
数
が
二
一
で
五
五
六

石
余
（
五
四
・
八
％
）、
屋
敷
数
一
八
で
五
九
石
余
（
三
三
・
四
％
）
で
あ
る

（
２４
）

。

田
方
は
全
耕
地
面
積
の
七
六
・
〇
％
、
全
村
高
の
九
一
・
三
％
を
占
め
る
水

田
地
帯
で
あ
る

（
２５
）

。

こ
の
う
ち
大
牟
礼
門
を
例
に
、
慶
長
期
の
那
珂
郡
の
門
が
ど
の
よ
う
な
状

況
に
あ
っ
た
の
か
を
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
そ
の
記
載
例
を
示
す
。

　
　
　
山
下                                  

　
作
喜
右
衛
門

　
　
上
々
田
弐
段
三
畝
　
　
　
四
石
三
斗
七
升
　
　
　
　
　
　
　
大
牟
礼
門

　
　
　
す
け
の
わ
き                              

作
善
助

　
　
中
田
壱
段
九
畝
廿
歩
　
　
弐
石
五
斗
五
升
六
合
六
勺      

同
門

　
　
　
中
嶋                                    

作
喜
右
衛
門

　
　
上
畠
九
畝
　
　
　
　
　
　
五
斗
四
升
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
牟
礼
門

            

桑
四
本
　
　
　
壱
升
弐
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
漆
柿
　
　
　
　
八
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
堂
免
道
溝
越                              

作
源
兵
衛

　
　
上
々
田
弐
段
弐
畝
　
　
　
四
石
壱
斗
八
升
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　（
　
中
　
　
略
　
）

　
　
　
本
浮
屋
敷                                

作
金
右
衛
門

　
　
中
畠
七
畝
　
　
　
　
　
　
弐
斗
八
升
　
　
　
　
　
　
　
　
　
篠
之
窪

      

　
　
　
桑
柿
　
　
　
　
六
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
山
ノ
口
四
所
合
川
越                        

作
十
右
衛
門

　
　
下
畠
九
畝
　
　
　
　
　
　
壱
斗
八
升
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
崎
野
門

　
　
　
坂
之
下                                  

作
喜
右
衛
門

　
　
下
畠
三
畝
　
　
　
　
　
　
六
升
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
牟
礼
門

      

坂
之
下                                  

作
弥
七

　
　
上
田
七
畝
拾
五
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
牟
礼
門

門
・
屋
敷
な
ど
所
属
ご
と
、
作
人
ご
と
、
ま
た
田
畠
別
に
記
載
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
一
筆
ご
と
に
所
在
・
作
人
名
・
田
畠
反
別
・
石
高
・
所
属

が
記
載
さ
れ
、
所
属
は
門
・
屋
敷
・
浮
免
・
寺
社
領
そ
の
他
に
分
け
ら
れ

る
。
門
と
屋
敷
に
つ
い
て
は
と
も
に
格
差
が
著
し
く
均
等
性
は
み
ら
れ
な
い

が
、
い
ず
れ
も
収
奪
単
位
と
し
て
掌
握
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
村
落
は
門
＝
屋

敷
体
制
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

こ
の
「
検
地
帳
」
を
も
と
に
、
大
牟
礼
門
に
所
属
し
作
人
と
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
人
物
と
そ
の
名
請
高
、
お
よ
び
大
牟
礼
門
以
外
の
名
請
状
況
を
ま
と

め
た
も
の
が
第
１
表
で
あ
る
。

「
検
地
帳
」
に
み
え
る
名
請
人
は
、
名
請
地
最
大
の
①
喜
右
衛
門
の
田
二
町

二
反
六
畝
二
〇
歩
・
畠
五
反
一
〇
歩
の
田
畠
計
二
町
七
反
七
畝
歩
か
ら
、
畠

一
畝
一
五
歩
の
み
の
⑱
百
次
郎
に
至
る
ま
で
一
八
人
を
数
え
る
。
こ
の
う
ち

大
牟
礼
門
の
み
に
名
請
地
を
有
す
る
者
は
、
①
喜
右
衛
門
と
⑥
善
作
・
⑩
善

助
・
⑪
太
左
衛
門
・
⑮
金
右
衛
門
・
⑯
源
右
衛
門
・
⑰
十
助
・
⑱
百
次
郎
の

八
人
で
あ
り
、
残
り
は
周
辺
の
門
・
屋
敷
・
浮
免
に
名
請
地
を
有
し
て
い

る
。
例
え
ば
②
喜
左
衛
門
の
場
合
、
大
牟
礼
門
に
田
五
反
四
畝
一
五
歩
・
畠

八
畝
一
五
歩
の
計
六
反
三
畝
と
は
別
に
、
楠
原
門
に
中
畠
六
畝
一
五
歩
、
中
崎

門
に
下
田
一
反
七
畝
一
五
歩
、
上
口
ケ
之
門
に
下
畠
四
反
歩
、
坂
本
屋
敷
に
上

田
二
反
九
畝
・
下
畠
三
畝
、
中
崎
屋
敷
に
中
田
二
反
五
歩
、
宮
原
弥
時
に
下
畠

四
畝
一
〇
歩
、
そ
れ
に
浮
免
に
上
田
一
反
五
畝
二
〇
歩
・
中
田
一
反
六
畝
の

計
三
反
一
畝
二
〇
歩
を
名
請
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

近世初期における日向国宮崎郡の「門」― 延岡藩領宮崎郡細江村を対象に ―（大賀郁夫）
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第
１
表
　
慶
長
1
0
年
飫
肥
藩
領
中
郡
潟
上
村
大
牟
礼
門
お
よ
び
他
門
・
屋
敷
の
土
地
名
請
状
況

八



な
わ
ち
、
潟
上
村
の
門
・
屋
敷
は
延
岡
藩
岩
戸
村
や
五
カ
所
村
の
門
（
貢
納
単

位
で
あ
り
、
か
つ
農
業
経
営
単
位
）
と
は
異
質
の
も
の
、
貢
納
の
た
め
の
単
位

で
は
あ
る
が
農
業
経
営
単
位
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

（
２６
）

。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
慶
長
期
の
飫
肥
藩
潟
上
村
の
門
・
屋
敷
は
、
延
岡
藩
臼
杵
郡
の
平
野
部
の

大
門
や
、
元
禄
期
の
高
千
穂
郷
の
門
に
相
当
す
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
延
岡
藩
領
臼
杵
郡
高
千
穂
郷
と
飫
肥
藩
領
那
珂
郡
の
門
に
つ
い
て
、

先
学
の
研
究
を
も
と
に
慶
長
期
を
中
心
に
概
観
し
て
き
た
。
そ
れ
で
は
同
時

期
の
宮
崎
郡
の
門
は
ど
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
章

で
は
延
岡
藩
領
宮
崎
郡
細
江
村
を
対
象
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

二
　
宮
崎
郡
細
江
村
の
門

宮
崎
郡
細
江
村
（
現
宮
崎
市
細
江
）
は
、
鎌
倉
・
室
町
時
代
は
細
江
別
府
と

よ
ば
れ
、
豊
前
国
宇
佐
宮
領
の
庄
園
で
あ
っ
た
。
浮
田
庄
周
辺
の
荒
野
を
開

発
し
て
成
立
し
た
と
い
う
。
長
承
年
間
（
一
一
三
二
〜
三
五
）
の
目
録
で
は
三

三
町
一
段
で
あ
っ
た
が
、
建
久
図
田
帳
で
は
二
五
町
と
な
っ
て
い
る
。
戦
国

期
に
は
島
津
・
伊
東
両
氏
の
攻
防
が
展
開
す
る
が
、
天
正
一
六
（
一
五
八
八
）

年
八
月
四
日
付
「
日
向
国
知
行
方
目
録
」
で
は
細
江
三
〇
町
と
あ
り
、
高
橋
元

種
領
と
な
っ
た
。
慶
長
一
八
（
一
六
一
三
）
年
に
高
橋
氏
が
改
易
さ
れ
た
あ

と
、
細
江
村
は
延
岡
藩
有
馬
氏
領
と
な
り
、
元
禄
五
（
一
六
九
二
）
年
に
上
知

さ
れ
幕
領
と
な
る
。
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
に
再
度
延
岡
藩
牧
野
氏
領
と
な

る
が
、
寛
保
二
（
一
七
四
二
）
年
幕
領
と
な
り
、
延
享
四
（
一
七
四
七
）
年
に

延
岡
藩
内
藤
氏
領
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
に
分
郷
さ
れ
、
村
高
八
九
二
石

余
の
う
ち
九
〇
石
余
が
延
岡
藩
領
、
残
り
が
幕
領
と
さ
れ
相
給
の
ま
ま
維
新

を
迎
え
る

（
２７
）

。
正
徳
二
年
の
「
差
出
帳
」
に
よ
れ
ば
分
郷
前
の
村
高
は
八
九
二
石

七
斗
八
升
二
合
五
勺
・
反
別
七
四
七
町
三
反
九
畝
二
七
歩
、
う
ち
毛
付
高
八

三
一
石
九
斗
六
升
五
合
・
六
八
町
四
反
三
畝
一
四
歩
半
、
田
方
七
五
一
石
四

斗
九
升
八
合
一
勺
・
五
五
町
六
反
二
畝
三
歩
半
、
畠
方
八
〇
石
四
斗
六
升
六

合
九
勺
・
一
二
町
八
反
壱
畝
一
一
歩
で
あ
る

（
２８
）

。
田
方
は
耕
地
面
積
で
は
八

一
・
二
％
、
石
高
で
は
九
〇
・
三
％
を
占
め
る
水
田
地
域
で
あ
る
。

さ
て
、
高
橋
元
種
が
慶
長
一
四
年
に
領
内
検
地
を
実
施
し
た
こ
と
は
、
正
徳

二
年
一
二
月
二
二
日
付
「
日
向
国
宮
崎
郡
細
江
村
差
出
帳
」
に
「
慶
長
十
四
年

高
橋
右
近
太
夫
様
御
検
地

（
２９
）

」
と
あ
り
、
ま
た
延
享
四
年
十
月
の
「
日
向
国
宮
崎

郡
細
江
村
明
細
帳
」
に
も
「
慶
長
十
四
年
、
高
橋
右
近
太
夫
様
御
検
地
之
由
承

り
伝
候
得
共
、
御
帳
面
無
御
座
候

（
３０
）

」
と
の
記
載
か
ら
明
白
で
あ
る
。
但
し
、
今

回
紹
介
す
る
「（
表
紙
欠
）
慶
長
検
地
帳
（
仮
）
―
以
下
「
検
地
帳
」
と
略
記

す
る
」
は
当
時
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
明
細
帳
に
「
御
帳
面
無
御
座

候
」
と
明
記
す
る
の
は
不
明
で
あ
る
。

以
下
、
史
料
紹
介
を
兼
ね
て
、
細
江
村
に
伝
わ
る
「
検
地
帳
」
か
ら
、
近
世

初
期
に
お
け
る
宮
崎
郡
の
門
の
概
要
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

（
一
）
門
の
記
載
方
法

細
江
村
に
伝
わ
る
「
検
地
帳
」
は
、
竪
三
〇
・
八
㌢
×
横
二
三
・
二
㌢
の
冊

子
で
あ
る
が
、
丁
（
枚
）
数
は
一
三
一
枚
で
一
部
を
除
い
て
バ
ラ
バ
ラ
の
状
態

に
あ
る
。
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
一
二
の
門
と
一
つ
の
浮
免
で
あ

る
。
門
名
が
確
認
で
き
る
の
は
、
椎
屋
形
門
・
黒
に
た
門
・
鐘
権
現
（
門
）・

正
法
寺
門
・
小
薗
ノ
門
・
大
畑
門
・
白
木
ノ
門
・
野
辺
ノ
門
・
徳
泉
門
・
八

幡
領
門
の
一
〇
門
と
浮
免
一
つ
で
あ
り
、
残
り
二
門
は
田
畠
合
計
か
、
田
も
し
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自
門
以
外
に
も
名
請
地
を
有
す
る
と
い
う
傾
向
は
、
他
の
門
で
も
確
認
で

き
る
。
例
え
ば
名
請
人
で
あ
る
嶋
之
助
は
和
田
門
に
屋
敷
地
二
畝
歩
を
持

ち
、
和
田
門
に
六
筆
一
町
七
反
九
畝
二
五
歩
の
ほ
か
に
中
崎
門
に
上
田
一
反

七
畝
五
歩
を
名
請
け
し
て
い
る
。
ま
た
神
職
と
思
わ
れ
る
因
幡
は
、
浮
免
に

屋
敷
地
二
畝
歩
を
持
ち
、
大
明
神
領
に
九
筆
九
反
一
畝
一
〇
歩
、
楠
原
門
に
中

畠
一
筆
七
畝
二
五
歩
、
浮
免
に
二
筆
二
反
一
畝
一
〇
歩
を
名
請
け
し
て
い

る
。潟

上
村
の
場
合
、
延
岡
藩
臼
杵
郡
高
千
穂
郷
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
門
の
居

屋
敷
名
請
人
が
そ
の
門
田
畠
を
す
べ
て
名
請
け
す
る
の
で
は
な
く
、
他
門
の

田
畠
を
名
請
け
し
た
り
す
る
入
り
組
み
が
激
し
い
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
す

近世初期における日向国宮崎郡の「門」― 延岡藩領宮崎郡細江村を対象に ―（大賀郁夫）

（
註
）
慶
長
10年
「
日
向
国
那
珂
郡
之
内
飫
肥
潟
上
村
御
検
地
帳
写
」（
宮
崎
県
立
図
書
館
所
蔵
秋
月
文
書
『
宮
崎
県
史
 史
料
編
近
世
4』
宮
崎
県
 1995年

）
よ
り
作
成
。

　
　
 上
段
は
畝
数
、
下
段
は
石
高
を
表
す
。　
＊
屋
敷
。
田
・
畠
・
田
畠
合
計
は
計
算
上
の
数
字
。

十



く
は
畠
の
み
の
合
計
し
か
記
載
が
な
い
。

こ
の
う
ち
椎
屋
形
門
の
記
載
方
法
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
椎
屋
形
門
　
　
田
地

　
　
□
□
田                              

竿
引
　
源
介

    

　
　  
七
間

　
　
一
中
田        

　
八
畝
十
二
歩                    

源
介
作

    

　
　  

三
十
六
間            

分
米

　
　
同
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
六
間

　
　
一
下
々
田
　
　
　
　
五
畝
十
八
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
作

　
　
　
　
　  

廿
八
間            
分
米

　
　
小
川
田                        
　
　
　
竿
引
　
源
介

　
　
　
　
　
十
壱
間

　
　
一
中
田        

　
壱
段
壱
畝
廿
二
歩                

源
介
作

    

　
　  

三
十
弐
間            

分
米

　
　
同
所                        

　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
八
間

　
　
一
下
田      

　
　
五
畝
拾
八
歩                    
同
人
作

    

　
　  

廿
壱
間              

分
米

　
　
　
　
　
　
　（
　
　
中
　
　
略
　
　
）

　
　
　
　
　
中
田
　
弐
段
四
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
米

　
　
　
　
　
下
田
　
六
段
弐
畝
拾
八
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
米

　
　
　
　
　
下
々
田
三
段
三
畝
十
九
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
米

　
　
　
　
　
永
荒
　
七
畝
十
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
米

　
　
　
　
田
方

　
　
　
　
　
合
壱
町
弐
段
三
畝
廿
壱
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
米

　
　
　
　                              

同
門
　
　
畠
地

　
　      

拾
三
間                              

百
姓

　
　
一
屋
敷      

壱
段
拾
弐
歩
　
　
　
　                

源
介

　
　      

廿
一
間          

分
米

　
　
前
畠

　
　
　
　
　
六
間                                

な
こ

　
　
一
中
畠      

三
畝
六
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

藤
四
郎

    

　
　  

十
六
間

       

　
　                                   

な
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
与
ミ
右
衛
門

　
　
別
わ
ら

　
　
　
　
　
廿
七
間                                  

藤
四
郎

　
　
一
下
畠        

四
段
八
畝
拾
八
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
五
十
四
間                                

源
介

　
　
は
ゝ
口

　
　
一
永
荒
　
　
　
　
四
畝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
賦
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
　
　
中
　
　
略
　
　
）
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近世初期における日向国宮崎郡の「門」― 延岡藩領宮崎郡細江村を対象に ―（大賀郁夫）

宮崎郡細江村

（現宮崎市細江）

十
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第
２
表
　
細
江
村
門
別
田
畠
名
請
人
表

十
五



　
　
　
　
　
上
畠
　
壱
段
拾
弐
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
米

　
　
　
　
　
中
畠
　
三
畝
六
歩

　
　
　
　
　
　              

分
米

　
　
　
　
　
下
畠
　
四
段
八
畝
拾
八
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
米

　
　
　
　
　
山
畠
　
三
畝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
米

　
　
　
　
　
永
荒
　
九
畝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
米

　
　
　
　
畠
方

　
　
　
　
　
合
七
段
四
畝
六
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
米

　
　
　
田
畠
合
壱
町
九
段
七
畝
廿
七
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
米
合

門
単
位
に
、
ま
ず
田
方
の
所
在
・
等
級
・
竪
横
間
数
・
面
積
・
名
請
人
の

順
で
、
田
方
の
合
計
の
あ
と
畠
方
も
同
様
の
順
で
記
載
が
な
さ
れ
、
最
後
に
田

畠
合
計
と
な
っ
て
い
る
。
名
請
人
に
は
「
身
分
」
と
思
わ
れ
る
「
百
姓
」
や
「
な

こ
」
が
記
さ
れ
て
い
る
者
も
い
る
。
な
お
分
米
の
記
載
は
な
い
。

こ
れ
を
前
掲
の
慶
長
一
四
年
「
岩
戸
竿
帳
」
の
記
載
と
比
べ
て
み
る
と
、
記

載
方
法
は
全
て
一
致
す
る
。
正
徳
・
延
享
期
の
「
村
明
細
帳
」
で
は
慶
長
期
の

検
地
帳
が
な
い
と
し
て
い
る

（
３１
）

が
、
記
載
方
法
を
み
る
限
り
で
は
こ
の
「
検
地

帳
」
が
当
時
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。

（
二
）
門
の
名
請
状
況

「
検
地
帳
」
で
確
認
で
き
る
門
の
う
ち
、
そ
の
名
請
状
況
が
伺
え
る
の
は
、

椎
屋
形
門
・
八
幡
領
門
・
正
法
寺
門
・
鐘
権
現
（
門
）
の
四
門
の
み
で
あ
り
、

田
方
だ
け
が
黒
に
た
門
・
野
辺
ノ
門
の
二
門
で
あ
る
。
残
り
は
門
名
が
不
明

で
田
畠
合
計
の
あ
る
四
門
と
、
田
方
か
畠
方
の
い
ず
れ
か
一
方
の
合
計
の
み

が
二
門
ず
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
を
表
に
ま
と
め
た
も
の
が
第
２
表
で
あ
る
。

ま
ず
門
高
を
み
る
と
、
某
門
１
の
一
二
町
五
反
七
畝
二
三
歩
や
鐘
権
現
門

の
四
町
三
反
八
畝
八
歩
な
ど
の
大
門
が
あ
る
一
方
、
正
法
寺
門
の
一
町
三
反

九
畝
二
三
歩
や
椎
屋
形
門
の
一
町
九
反
七
畝
二
七
歩
な
ど
の
小
門
も
あ
り
、

門
高
の
差
が
激
し
い
。
田
畠
合
計
が
わ
か
る
八
門
の
平
均
門
田
畠
は
四
町
四

畝
歩
余
で
あ
る
。

次
に
門
ご
と
の
名
請
状
況
を
み
る
と
、
椎
屋
形
門
の
源
介
の
よ
う
に
一
門

内
に
屋
敷
を
有
し
、
他
の
名
請
人
を
圧
倒
し
て
名
請
し
て
い
る
門
と
、
正
法
寺

門
や
八
幡
領
門
の
よ
う
に
そ
れ
ほ
ど
突
出
し
た
名
請
高
の
者
が
い
な
い
門
に

分
け
ら
れ
る
。
椎
屋
形
門
の
場
合
、
源
介
の
み
が
一
反
一
二
歩
の
屋
敷
を
持

ち
、
中
田
・
下
田
・
下
々
田
の
計
六
反
五
畝
二
九
歩
を
名
請
し
て
い
る
。
源

介
は
同
門
の
「
竿
引
」
で
あ
り
、
肩
書
き
に
「
百
姓
」
を
付
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、「
な
こ
」
と
付
さ
れ
た
藤
四
郎
・
与
三
右
衛
門
た
ち
を
従
属
さ
せ
て
い

た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
正
法
寺
門
で
は
、
唯
一
屋
敷
を
持
つ
二
右
衛
門
は
畠
方
で

は
他
の
名
請
人
を
圧
倒
す
る
が
、
田
方
で
は
次
右
衛
門
の
方
が
名
請
高
は
大

き
い
。

ま
た
、
八
幡
領
門
で
は
忠
右
衛
門
・
与
四
右
衛
門
の
二
人
が
屋
敷
を
有
し

て
い
る
が
、
そ
の
名
請
高
は
小
さ
く
、
特
に
与
四
右
衛
門
は
屋
敷
の
ほ
か
は
名

近世初期における日向国宮崎郡の「門」― 延岡藩領宮崎郡細江村を対象に ―（大賀郁夫）
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請
す
る
田
は
な
く
山
畠
三
畝
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
上
田
・
中
田
・
下
々
田

の
計
六
反
六
畝
二
四
歩
を
名
請
す
る
源
二
郎
な
ど
、
与
四
右
衛
門
を
超
え
る

名
請
高
の
者
た
ち
が
多
数
み
ら
れ
、
椎
屋
形
門
の
よ
う
な
従
属
関
係
は
弱
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
門
の
耕
地
が
門
構
成
員
だ
け
に
よ
っ
て
名
請
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
例
え
ば
名
請
人
「
対
馬
」
は
、
第
３
表
に
示
す
よ
う
に
、
某
門

に
屋
敷
四
畝
を
持
ち
、
鐘
権
現
門
に
下
々
田
二
七
歩
と
山
畠
四
畝
五
歩
、
小
薗

之
門
に
下
々
田
三
畝
一
〇
歩
、
正
法
寺
門
に
下
々
田
一
反
四
畝
歩
、
外
に
門
名

は
不
明
で
あ
る
が
上
田
一
筆
三
畝
一
〇
歩
、
中
田
二
筆
一
反
八
畝
二
六
歩
、
下

田
二
筆
一
反
一
畝
七
歩
、
下
畠
二
筆
一
反
一
畝
二
四
歩
、
山
畠
三
筆
六
畝
歩
の

計
一
五
筆
・
七
反
七
畝
二
二
歩
を
名
請
し
て
い
る
。
ま
た
名
請
人
「
佐
渡
」
も

第
４
表
に
示
す
よ
う
に
、
鐘
権
現
門
の
ほ
か
に
徳
泉
門
に
下
々
田
三
畝
二
四

歩
、
小
薗
之
門
に
下
畠
一
畝
二
六
歩
、
門
名
が
不
明
で
あ
る
が
中
田
一
筆
四
畝

歩
、
下
田
三
筆
七
畝
歩
、
下
々
田
三
筆
二
反
三
畝
九
歩
、
下
畠
三
筆
一
反
二
畝

宮崎公立大学人文学部紀要　第21巻　第１号

第３表　対馬の名請田畠

（註）「（仮）細江村検地帳」（細江公民館文書2-15）より作成。
　　　数字は史料上の数字。

第４表　佐渡の名請田畠

（註）「（仮）細江村検地帳」（細江公民館文書2-15）より作成。
　　　数字は史料上の数字
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近世初期における日向国宮崎郡の「門」― 延岡藩領宮崎郡細江村を対象に ―（大賀郁夫）

（
註
）「（
仮
）
細
江
村
検
地
帳
」（
細
江
公
民
館
文
書
2-15）

よ
り
作
成
。
*中
畠
は
藤
四
郎
・
与
三
右
衛
門
、
下
畠
は
藤
四
郎
・
源
介
の
共
作
。
黒
に
た
門
・
野
辺
之
門
は
田
地
の
み
判
明
。

　
　
 な
お
田
合
計
・
畠
合
計
・
田
畠
合
計
は
計
算
上
の
数
字
、
門
合
計
は
史
料
上
の
数
字
。
□
□
は
虫
損
。
数
字
は
一
致
し
な
い
。

十
六



　
②
浮
免
屋
敷
畠
地

　
　
　
　
　      

浮
免
屋
敷
畠
地

　
　
　
平
た
修
永
寺
分
　
　               

竿
引
助
左
衛
門

          

五
間

　
　
一
永
荒          

三
畝
十
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

彦
十
作

          

廿
間                   

分
米

　
　
　
山
の
神
ノ
上

　
　
　
　
　
三
間                                 

助
左
衛
門
作

　
　
一
永
荒
　
　
　
　
　
三
畝                       

　
　
　
　
　
三
十
間                 

分
米          

助
太
郎

　
　
　
堂
の
下

          

三
間

　
　
一
山
畠    

　
　
　
壱
畝                       

忠
右
衛
門
作

          

十
間                   

分
米

　
　
　
大
谷

          

六
間

　
　
一
山
畠          

三
畝                       

藤
右
衛
門
作

          

十
五
間                 

分
米

　
　
　
同
所

　
　
　
　
　
三
間                                 

　
　
一
山
畠
　
　
　
　
　
壱
畝                       

同
作

          

十
間 

　
　
　
　                    

与
四
右
衛
門
ニ
な
す

　
　
　
　
　
　
　（
　
以
下
、
略
　
）

①
浮
免
田
地
・
②
浮
免
屋
敷
畠
地
と
も
に
記
載
形
式
は
門
の
場
合
と
同
じ

で
あ
る
。
耕
作
地
の
所
在
・
等
級
・
竪
横
間
数
・
面
積
・
名
請
（
作
）
人
の
順

で
記
さ
れ
、
お
そ
ら
く
田
畠
そ
れ
ぞ
れ
の
合
計
、
最
後
に
田
畠
合
計
と
な
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
分
米
の
記
載
は
な
い
。
田
方
で
は
下
田
・
下
々
田

お
よ
び
永
荒
が
中
心
で
、
畠
方
で
も
山
畠
や
永
荒
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ

る
。
詳
細
は
後
証
を
俟
ち
た
い
。

む
す
び
に
か
え
て

中
世
以
来
南
九
州
に
広
く
分
布
し
た
農
業
経
営
体
と
し
て
の
門
は
、
近
世

に
入
る
と
各
藩
の
領
主
権
力
差
や
地
域
生
産
力
差
、
お
よ
び
開
発
に
基
づ
く

発
展
差
な
ど
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
独
自
の
展
開
を
み
せ
る
。

摩
藩
領
で
は

慶
長
内
検
（
一
六
一
一
〜
一
二
年
）、
寛
永
内
検
（
一
六
三
二
〜
三
四
年
）、
万

治
内
検
（
一
六
五
七
〜
五
九
年
）、
享
保
内
検
（
一
七
二
二
〜
二
七
年
）
と
四

回
の
領
内
総
検
地
を
経
て
、
領
内
の
す
べ
て
の
百
姓
を
門
に
編
成
し
、
藩
は
強

権
力
を
背
景
に
門
が
保
有
す
る
田
畠
の
割
替
え
と
門
百
姓
の
所
属
配
置
替
え

を
強
行
す
る
な
ど
、
門
を
通
し
て
百
姓
を
支
配
す
る
と
い
う
独
自
の
門
割
制

度
を
創
出
す
る

（
３８
）

。

摩
藩
の
支
藩
で
あ
る
佐
土
原
藩
で
も
門
が
農
村
の
年
貢

夫
役
負
担
の
基
本
単
位
で
あ
っ
た
が
、
門
高
と
家
部
数
を
均
等
化
し
て
門
の

構
成
員
を
入
れ
替
え
る
こ
と
で
経
営
能
力
を
高
め
る
と
い
っ
た
操
作
的
な
門

で
は
な
か
っ
た
。
門
の
筆
頭
人
（
門
頭
）
は
ほ
ぼ
世
襲
で
あ
り
、
門
内
部
で
は

構
成
員
の
経
営
能
力
に
差
が
生
じ
、
中
期
以
降
門
内
部
の
変
容
が
激
し
く
な

っ
て
い
く
。
特
に
給
地
で
は
領
主
と
百
姓
の
関
係
は
固
定
化
し
て
お
り
、
領

主
の
給
地
に
対
す
る
利
権
強
は
逆
に
藩
の
給
地
掌
握
の
弱
さ
を
物
語
る
。
門

を
農
村
支
配
の
基
本
単
位
と
し
て
再
編
成
し
よ
う
と
宗
藩
の
出
役
を
仰
い
で

安
政
検
地
が
実
施
さ
れ
る
が
、
給
地
門
は
除
外
さ
れ
て
い
る

（
３９
）

。
飫
肥
藩
で
も

門
を
貢
納
単
位
と
し
、
収
奪
の
た
め
の
基
礎
単
位
と
し
て
農
村
構
造
に
位
置

付
け
た

（
４０
）

。
寛
永
一
五
（
一
六
三
八
）
年
十
二
月
二
十
三
日
付
「
橋
之
口
村
之
内

釘
野
門
知
行
高
名
寄
帳
」
に
は
、
郡
善
兵
衛
の
知
行
三
〇
石
が
釘
野
門
二
三
石

余
を
主
に
下
赤
門
・
篠
か
野
門
・
下
薗
門
お
よ
び
浮
免
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
が
、
藩
が
門
の
均
等
化
を
図
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
知
行
表
示
の
石
高
で
あ
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一
八
歩
、
山
畠
二
筆
二
畝
一
三
歩
を
名
請
し
て
い
る
。
も
は
や
門
が
完
結
し

た
経
営
体
で
は
な
く
、
か
な
り
広
範
囲
に
亘
る
門
耕
作
地
の
入
り
組
み
が
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
臼
杵
郡
高
千
穂
郷
の
「
岩
戸
竿
帳
」
に
み
ら
れ
た
よ
う

に
、
原
則
的
に
は
家
父
長
制
的
構
造
を
持
つ
一
つ
な
い
し
二
つ
以
上
の
経
営

体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
門
の
基
本
単
位
で
あ
っ
た
状
況

（
３２
）

と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
元

禄
期
に
門
が
組
に
再
編
成
さ
れ
た
状
況
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。

今
ま
で
み
て
き
た
各
郡
の
門
の
変
容
を
ま
と
め
る
と
、
門
単
位
に
名
請
地

が
完
結
し
て
い
る
慶
長
期
臼
杵
郡
高
千
穂
郷
五
カ
所
村
か
ら
、
大
半
が
門
単

位
で
あ
り
な
が
ら
一
部
に
他
門
の
耕
地
入
り
組
み
が
み
ら
れ
始
め
た
同
期
同

郷
岩
戸
村
の
よ
う
に
な
る
。
続
い
て
、
門
を
超
え
て
耕
地
の
入
り
組
み
が
激

し
く
な
り
経
営
体
と
し
て
の
門
の
性
格
を
喪
失
し
、
耕
地
の
所
在
を
示
す
行

政
村
の
性
格
を
示
す
よ
う
に
な
る
元
禄
期
の
同
郷
五
カ
所
・
岩
戸
村
へ
と
変

容
し
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
臼
杵
郡
平
野
部
や
宮
崎
郡
の
門
は
、
慶
長
期
の

時
点
で
す
で
に
門
単
位
で
完
結
す
る
経
営
体
と
し
て
の
姿
を
喪
失
し
て
お

り
、
広
範
な
耕
地
の
入
り
組
み
を
み
せ
る
行
政
村
と
し
て
の
性
格
が
強
く
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
浮
免
の
記
載
方
法

浮
免
は
「
門
か
ら
浮
い
た
土
地

（
３３
）

」
を
指
し
、

摩
藩
で
は
郷
士
を
対
象
と
す

る
自
作
用
の
土
地
で
、
藩
か
ら
の
公
的
知
行
で
あ
り
、
門
地
よ
り
も
遙
か
に
低

い
貢
租
が
特
徴
で
あ
っ
た

（
３４
）

。
日
向
諸
藩
で
も
佐
土
原
藩
や
飫
肥
藩
・
高
鍋
藩

で
は
浮
免
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

（
３５
）

が
、
行
政
村
の
性
格
が
強
ま
る

延
岡
藩
で
は
ま
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
再
生
産
の
危
ぶ
ま
れ
る
門
・
屋
敷

が
解
体
さ
れ
、
一
部
は
他
の
完
全
門
・
屋
敷
に
付
け
ら
れ
、
残
り
は
浮
免
と
な

る

摩
藩
の
門

（
３６
）

と
は
異
な
り
、
慶
長
期
の
臼
杵
郡
高
千
穂
郷
で
は
、
三
反
余
歩

ほ
ど
で
も
門
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る

（
３７
）

。
と
こ
ろ
が
「
細
江
村
検
地
帳
」
に
は

「
浮
免
」
と
「
浮
免
屋
敷
畠
地
」
が
確
認
で
き
る
。
残
念
な
が
ら
ど
ち
ら
も
後

欠
で
あ
る
た
め
復
元
は
困
難
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
記
載
方
法
を
紹
介
す
る

だ
け
に
留
め
た
い
。

　
①
浮
免
田
地

　
　
　
　
　
　
　
　
浮
免
　
　
　
田
地

　
　
　
は
す
か
池
ノ
前                   

竿
引
平
右
衛
門

　    

　
　
四
間

  

　
一
下
田
　
　
　
　
　
壱
畝
廿
六
歩                 

彦
五
郎
作

          

拾
四
間              

　
分
米

      

い
な
り
田                       

同

            

廿
六
間

    

一
下
々
田    

　
　
壱
段
七
畝
拾
歩               

千
右
衛
門

　
　        

廿
間                

分
米

　
　
　
同
所                           

同

          

十
六
間

    

一
永
荒          

壱
段
三
畝
廿
六
歩

          

廿
六
間                  

分
米

　
　
　
か
り
ね
ひ
ら
田
　
ひ
や
け           

同

          

　
八
間

    

一
下
々
田        

壱
段
六
畝                   

与
四
右
衛
門
作

            

六
十
間               

分
米

　
　
　
し
ゆ
永
寺
分
　
平
田
ひ
や
け         

同

　
　
　
　
　
　
八
間

　
　
一
下
々
田
　
　
　
　
弐
畝
四
歩                   

彦
右
衛
門
作

　
　
　
　
　
　
八
間                 

分
米

　
　
　
　
　
　
　（
　
以
下
、
略
　
）

近世初期における日向国宮崎郡の「門」― 延岡藩領宮崎郡細江村を対象に ―（大賀郁夫）
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本
文
化
協
会 

一
九
七
六
年
）。

（
８
）　
桑
波
田
興
「
南
九
州
と
門
」（
秀
村
選
三
編
『

摩
藩
の
構
造
と
展
開
』

西
日
本
文
化
協
会 

一
九
七
六
年
）。

（
９
）　
末
永
和
孝
「
近
世
初
期
に
お
け
る
飫
肥
藩
の
農
村
構
造
」（
宮
崎
県
教

育
研
修
セ
ン
タ
ー
『
研
究
紀
要
』
第
四
十
四
号 

一
九
七
五
年
、
の
ち

藤
野
保
編
『
九
州
近
世
史
研
究
叢
書 

第
七
巻
』
国
書
刊
行
会 

一
九
八

四
年
所
収
）。

（
10
）　
前
掲
註
（
３
）
高
島
論
文
。

（
11
）　
二
宮
哲
雄
「
同
族
組
織
の
成
立
・
発
展
お
よ
び
崩
壊
過
程
―
封
建
制

と
同
族
制
―
」（『
社
会
学
評
論
』
第
８
巻
第
４
号 

日
本
社
会
学
会 

一

九
五
八
年
）。

（
12
）　
こ
の
ほ
か
延
岡
藩
に
関
し
て
は
拙
稿
「
近
世
前
期
南
九
州
地
域
に
お

け
る
門
の
構
造
と
展
開
―
日
向
国
臼
杵
郡
高
千
穂
郷
を
対
象
に
―
」

（『
宮
崎
公
立
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
10
巻
第
１
号
　
宮
崎
公
立
大

学
　
二
〇
〇
三
年
）
が
あ
る
。

（
13
）　
慶
長
十
四
年
「
岩
戸
竿
帳
」（
高
千
穂
町
所
蔵
岩
戸
文
書 
『
宮
崎
県
史 

　　

史
料
編
近
世
１
』
宮
崎
県 

一
九
九
一
年
）。

（
14
）　
前
掲
註
（
12
）
拙
稿
論
文
一
〇
頁
。

（
15
）　
前
掲
註
（
３
）
高
島
論
文
四
八
九
頁
。

（
16
）　
前
掲
註
（
11
）
二
宮
論
文
四
一
頁
。

（
17
）　
拙
稿
「
延
岡
藩
に
お
け
る
門
と
高
拾
石
割
制
に
つ
い
て
」（
九
州
大
学

国
史
学
研
究
室
編
『
近
世
近
代
史
論
集
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
九
〇

年
）。

（
18
）　
前
掲
註
（
12
）
拙
稿
論
文
二
三
頁
。

（
19
）　
前
掲
註
（
11
）
二
宮
論
文
五
一
頁
。

（
20
）　
前
掲
註
（
12
）
拙
稿
論
文
一
五
頁
。

（
21
）　
宮
崎
県
立
図
書
館
蔵
秋
月
文
書
（『
宮
崎
県
史 

史
料
編
近
世
４
』
宮
崎

県 

一
九
九
五
年
）。

（
22
）　『
宮
崎
県
史 

通
史
編
近
世
上
』（
宮
崎
県
　
二
〇
〇
〇
年
）
六
二
七
頁
。

（
23
）　「
潟
上
村
」（『
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
四
六
巻
　
宮
崎
県
の
地
名
』
平

凡
社 

一
九
九
七
年
）
四
三
〇
〜
三
一
頁
。

（
24
）　
前
掲
註
（
９
）
末
永
論
文
四
八
二
頁
。

（
25
）　『
宮
崎
県
史 

通
史
編
近
世
上
』（
宮
崎
県
　
二
〇
〇
〇
年
）
六
二
八
頁
。

（
26
）　
前
掲
註
（
９
）
末
永
論
文
五
〇
〇
頁
。

（
27
）　「
細
江
村
・
細
江
別
符
」（『
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
四
六
巻
　
宮
崎
県

の
地
名
』
平
凡
社 

一
九
九
七
年
）
三
八
〇
〜
八
一
頁
。

（
28
）　
正
徳
二
年
「
日
向
国
宮
崎
郡
細
江
村
差
出
帳
」（
宮
崎
市
細
江
公
民
館

所
蔵
文
書
『
宮
崎
県
史 

史
料
編
近
世
３
』
宮
崎
県 

一
九
九
四
年
）
一

三
三
〜
三
五
頁
。

（
29
）　
宮
崎
市
大
字
細
江 

細
江
公
民
館
所
蔵
文
書
（『
宮
崎
県
史 

史
料
編
近

世
３
』
宮
崎
県 

一
九
九
四
年
）
一
三
三
頁
。

（
30
）　『
右
同
』
一
四
三
頁
。

（
31
）　
正
徳
二
年
十
二
月
廿
八
日
「
日
向
国
臼
杵
郡
高
智
穂
庄
田
原
村
指
出

帳
」（
佐
藤
家
文
書 

高
千
穂
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
寄
託
『
宮

崎
県
史 

史
料
編
近
世
３
』
一
五
七
頁
）
に
は
「
慶
長
十
四
年
十
月
廿

一
日
高
千
尾
田
原
村
御
検
地
帳
」
と
あ
り
、
延
享
四
年
七
月
「
臼
杵
郡

七
折
村
指
出
帳
控
写
」（
矢
津
田
家
文
書 

高
千
穂
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

セ
ン
タ
ー
寄
託
『
同
』
一
七
一
頁
）
に
は
「
高
千
穂
庄
内
七
折
村
田
畑
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っ
た

（
４１
）

。
藩
で
は
本
田
と
配
当
田
を
割
地
の
対
象
と
し
、
五
年
ま
た
は
七
年
を

一
期
と
し
て
総
割
替
え
を
お
こ
な
っ
て
い
る

（
４２
）

。
高
鍋
藩
の
門
は
中
世
の
門
の

形
態
が
大
き
く
変
わ
ら
ず
に
残
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
元
禄
十
六
（
一
七

〇
三
）
年
十
月
に
は
百
姓
の
耕
作
条
件
を
均
等
に
す
る
た
め
に
門
地
の
割
替

え
（
田
地
割
方
）
が
実
施
さ
れ
て
い
る

（
４３
）

。
な
お
幕
末
に
至
る
ま
で
門
を
均
等
化

し
た
形
跡
は
な
い

（
４４
）

。

こ
れ
に
対
し
て
延
岡
藩
は
近
世
初
頭
の
門
を
ど
の
よ
う
に
編
成
し
よ
う
と

し
た
の
だ
ろ
う
か
。
延
岡
藩
で
は
領
主
有
馬
氏
に
よ
り
寛
永
期
以
降
領
内
開

発
が
推
進
さ
れ
、
万
治
年
間
（
一
六
五
八
〜
六
一
）
に
は
内
検
が
実
施
さ
れ
、

表
高
五
万
三
〇
〇
〇
石
に
対
し
て
七
万
六
七
〇
六
石
七
斗
七
升
と
な
っ
て
い

る
。
打
出
高
は
諸
県
郡
で
七
二
・
一
％
、
臼
杵
郡
五
〇
・
五
％
、
宮
崎
郡
四

七
・
六
％
、
児
湯
郡
四
一
・
二
％
、
高
千
穂
郷
七
・
一
％
に
上
る

（
４５
）

。
藩
で
は
こ

の
増
高
を
も
と
に
、「
十
人
組
」
を
支
配
単
位
と
す
る
本
百
姓
体
制
を
確
立
さ
せ

る
一
方
で
「
高
拾
石
割
制
」
の
導
入
を
図
り
、
臼
杵
郡
で
は
延
宝
年
間
（
一
六
七

三
〜
八
〇
）
に
「
高
拾
石
鬮
帳
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
高
拾
石
鬮
帳
」

が
給
人
に
対
す
る
知
行
単
位
で
あ
り
、
そ
の
均
等
化
を
目
指
し
て
広
汎
な
土
地

割
替
え
が
強
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
「
鬮
帳
」
は
有
馬
氏
の
転
封
後
も

新
領
主
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
が
、
特
に
化
政
期
以
降
は
鬮
地
の
質
入
れ
が
顕

著
で
あ
り
、
定
期
的
な
鬮
割
が
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る

（
４６
）

。

そ
れ
で
は
細
江
村
で
は
、
慶
長
期
以
降
門
は
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
辿
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
同
村
に
は
後
期
〜
幕
末
期
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
鬮

帳
」
が
二
冊
残
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
上
々
田
一
反
二
畝
一
六
歩
、
上
田
二
反

六
畝
一
二
歩
な
ど
三
下
田
ま
で
決
め
ら
れ
た
畝
数
が
全
「
鬮
」
に
均
等
に
割
り

当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る

（
４７
）

。
こ
れ
ら
の
分
析
は
稿
を
改
め
て
行
う

が
、
宮
崎
郡
で
「
鬮
帳
」
が
作
成
さ
れ
、
土
地
割
換
え
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
予
想
さ
せ
る
。
万
治
内
検
の
の
ち
宮
崎
郡
で
も
「
高
拾
石
鬮
割
」
が
実
施

さ
れ
た
の
か
、
実
施
さ
れ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
、

何
を
契
機
に
「
鬮
帳
」
が
作
成
さ
れ
、
土
地
割
換
え
の
実
施
に
繋
が
っ
て
い
く

の
か
。
残
さ
れ
た
課
題
は
大
き
い
。

　
　
　
註

（
１
）　『
宮
崎
県
史 

通
史
編
中
世
』（
宮
崎
県 

一
九
九
八
年
）
四
三
八
〜
三
九

頁
。

（
２
）　
桑
波
田
興
「
南
九
州
と
門
」（
秀
村
選
三
編
『

摩
藩
の
構
造
と
展
開
』　　

西
日
本
文
化
協
会 

一
九
七
六
年
）
二
五
頁
。

（
３
）　
高
島
緑
雄
「
延
岡
藩
臼
杵
郡
の
村
落
と
門
」（
明
治
大
学
内
藤
家
文
書

研
究
会
編
『
譜
代
藩
の
研
究
』
八
木
書
店 

一
九
七
二
年
）
四
九
二
頁
。

（
４
）　
日
高
次
吉
「
佐
土
原
藩
門
割
制
度
に
つ
い
て
」（『
経
済
史
研
究
』
第
十

三
巻 

一
九
三
五
年
）、
同
「
佐
土
原
藩
門
割
制
度
再
考
」（『
経
済
史
研

究
』
第
十
四
巻 

一
九
三
五
年
）。

（
５
）　
石
川
恒
太
郎
「
日
向
の
門
に
つ
い
て
」（『
豊
日
史
学
』
第
三
十
六
巻 

一
九
六
八
年
）。

（
６
）　
高
倉
又
二
「
藩
制
下
日
向
農
村
階
層
構
造
の
分
析
―
幕
末
期
佐
土
原

藩
農
村
変
容
の
問
題
」（『
宮
崎
大
学
教
育
研
究
』
宮
崎
大
学 

一
九
五

六
年
）。

（
７
）　
末
永
和
孝
「
佐
土
原
藩
の
農
村
構
造
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
安
政
検

地
を
中
心
と
し
て
―
」（
秀
村
選
三
編
『

摩
藩
の
構
造
と
展
開
』
西
日
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二
十
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二
十
三



御
検
地
帳 

年
号
月
日 

慶
長
十
四
年
十
二
月
十
九
日
　
〆
書
無
御
座

候
」
と
あ
る
。

（
32
）　
前
掲
註
（
３
）
高
島
論
文
四
八
八
頁
。

（
33
）　『
宮
崎
県
史 

通
史
編
近
世
下
』（
宮
崎
県
　
二
〇
〇
〇
年
）
一
一
二
頁
。

（
34
）　
安
藤
保
「
近
世

摩
藩
の
浮
免
に
つ
い
て
」（
秀
村
選
三
編
『

摩
藩
の

基
礎
構
造
』
御
茶
の
水
書
房 

一
九
七
〇
年
）
七
五
頁
。

（
35
）　
前
掲
註
（
７
）（
９
）
末
永
各
論
文
な
ど
。

（
36
）　
前
掲
註
（
34
）
安
藤
論
文
七
九
頁
。

（
37
）　
前
掲
註
（
12
）
拙
稿
論
文
第
１
表
七
〜
一
〇
頁
参
照
。

（
38
）　『
宮
崎
県
史 

通
史
編
近
世
下
』（
宮
崎
県
　
二
〇
〇
〇
年
）
二
九
四
〜

九
五
頁
。

（
39
）　『
右
同
』
九
九
頁
。

（
40
）　
前
掲
註
（
９
）
末
永
論
文
五
〇
九
頁
。

（
41
）　『
宮
崎
県
史 

通
史
編
近
世
上
』（
宮
崎
県
　
二
〇
〇
〇
年
）
六
三
〇
〜

三
一
頁
。

（
42
）　
上
田
強
『
日
向
経
済
史
考
』（
資
山
書
房 

一
九
六
九
年
）
一
三
二
頁
。

（
43
）　『
宮
崎
県
史 

通
史
編
近
世
上
』（
宮
崎
県
　
二
〇
〇
〇
年
）
四
八
六
頁
。

（
44
）　『
右
同
』
四
八
九
頁
。

（
45
）　
万
治
四
年
二
月
二
十
二
日
写
「
延
岡
藩
村
高
・
内
検
高
覚
」（『
宮
崎
県

史 

史
料
編
近
世
１
』
中
城
家
文
書 

宮
崎
県 

一
九
九
一
年
）。

（
46
）　
前
掲
註
（
17
）
拙
稿
論
文
。

（
47
）　
年
不
詳
「（
仮
）
細
江
村
鬮
帳
」（
宮
崎
市
細
江
地
区
区
有
文
書 

整
理

番
号
２
―
11
）。

﹇
付
　
記
﹈

本
稿
は
平
成
二
十
五
年
度
宮
崎
学
術
研
究
振
興
事
業
研
究
課
題
「
宮
崎
郡

地
域
の
史
的
研
究
―
宮
崎
市
細
江
地
区
区
有
文
書
の
総
合
研
究
―
」
の
研
究

成
果
の
一
部
で
あ
る
。
細
江
地
区
区
有
文
書
の
借
用
に
関
し
て
は
、
細
江
地

区
公
民
館
長
を
始
め
と
す
る
地
域
の
方
々
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ま
た
史
料
の
整
理
・
撮
影
に
は
関
係
諸
氏
お
よ
び
宮
崎
公
立
大
学

学
生
に
尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
末
尾
な
が
ら
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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二
十
二
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二
十
四


